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項     目 改   正   案 現       行 施行期日 
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１ スイッチＯＴＣ薬

控除（医療費控除の

特例）の導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２９年１月１日から平成３３年１２月３１

日までの間に、スイッチＯＴＣ薬の購入費用を年

間１万２千円を超えて支払った場合には、その購

入費用（年間１０万円を限度）のうち、１万２千

円を超える額を控除する。 

１ 適用要件 

  次の検診又は予防接種（医師の関与があるも

のに限る。）を受けていること。 

 ⑴ 特定健康診査 

 ⑵ 予防接種 

 ⑶ 定期健康診断 

 ⑷ 健康診査 

 ⑸ がん検診 

２ 控除対象医薬品 

  スイッチＯＴＣ薬 

 ※ スイッチＯＴＣ薬とは、要指導医薬品及び

一般医薬品のうち、医療用から転用された医

薬品（類似の医療用医薬品が医療保険給付の

対象外のものを除く。）をいう。 

３ 医療費控除との関係 

  本特例の適用を受ける場合には医療費控除の

適用を受けることができず、医療費控除の適用

を受ける場合には本特例の適用を受けることが

できない。 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年１月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

２ 特例適用利子等及

び特例適用配当等に

係る個人の区民税の

 外国居住者等の所得に対する相互主義による所

得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律

第１４４号）に規定する特例適用利子等又は特例

〔新設〕 平成２９年１月１日 
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課税の特例 

 

適用配当等を有する者に対し、当該特例適用利子

等の額又は特例適用配当等の額に係る所得につい

て、他の所得と区分し、区民税の税率を１００分

の３とする。 
     

軽

自

動

車

税 

１ 税率の特例の延長  右記の特例について、平成２８年４月１日から平

成２９年３月３１日までに新規取得した３輪及び４

輪以上の軽自動車（新車に限る。）で、排出ガス性

能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものにつ

いて、当該取得をした日の属する年度の翌年度（平

成２９年度）分の軽自動車税の税率を軽減する。 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日ま

でに新規取得した３輪及び４輪以上の軽自動車（新

車に限る。）で、排出ガス性能及び燃費性能の優れ

た環境負荷の小さいものについて、平成２８年度分

の税率を次のとおり軽減する。 

 

区      分 軽減率 

電気自動車及び天然ガス自動車(※１) ７５％ 

ガソリン車
及びハイブ
リット車 
(※２) 

乗 用 
H32燃費基準 
＋20％達成 

５０％ 

H32燃費基準達成 ２５％ 

貨物用 

H27燃費基準 
＋35％達成 

５０％ 

H27燃費基準 
＋15％達成 

２５％ 

 ※１ 平成２１年排出ガス基準値より１０％以

上窒素酸化物の排出量が少ないもの 

 ※２ 平成１７年排出ガス基準値より７５％以

上窒素酸化物の排出量が少ないもの 

平成２９年４月１日 
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